
別紙様式第五 

根拠法規：外国為替に関する省令 

主務官庁：財 務 省      

 

預 金 

信 託 

金 銭 の 貸 借 

債 務 の 保 証 

支払手段又は債権の売買 

金 の 地 金 の 売 買 

そ の 他 の 売 買 

契約に基づく債権の発生等に係る取引許可申請書 

 
 財 務 大 臣 殿 

  (日本銀行経由) 申請年月日                      

申請者： 

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名 

 

                  

国 籍       

居住者 
    (該当分に○) 
非居住者        

住所又は所在地                   

 

職 業 又 は 業 種       

担当者 

電 話         

 下記のとおり申請します。 

1 許可を受ける
義務が課された
法律上の根拠 
(該当する条項す
べてに○) 

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) 
第21条第1項 

      同 法 第21条第2項 

      同 法 第22条第1項 

2 

取 引の

相 手方 

(1) 氏名又は名称  

(2) 国 籍 居住者    非居住者    (該当分に○) 

(3) 住所又は所在地  

(4) 職業又は業種  

3 取 引 の 内 容  

4 金 額  

5 取 引 の 時 期  

6 取引を行おうとする理由  

7 そ の 他 の 事 項  

 上記申請は、 

記名押印           

 許 可 年 月 日  

許 可 番 号  

許可の有効期間  

 (日本産業規格A4) 



 (裏面) 

 (記入要領) 

   1 本申請書は、行おうとする取引の別に記入すること。この場合において、様式中

行おうとする取引以外の取引の字句を消すこと。(なお、同一の取引の相手方との

間において、二以上の取引を同時に行おうとする場合には同一の様式により記入し

て差し支えない。) 

   2 「1 許可を受ける義務が課された法律上の根拠」欄には、許可を受ける義務が

課された取引の根拠規定として該当する条項に○印を付すこと。 

     なお、二以上の規定に基づき許可を受ける義務が課された取引について許可の

申請を行う場合には、該当する条項すべてに○印を付すこと。 

   3 「2 取引の相手方」欄中「(3) 住所又は所在地」欄には、国又は地域名も記入

すること。 

   4 「3 取引の内容」欄には、例えば「上記相手方に外貨預金勘定を開設するこ

と」、「上記相手方に本邦通貨を売却しアメリカ合衆国通貨を買い入れること」等、

取引の内容を具体的に記入すること。なお、同一の取引の相手方との間において二

以上の規定の取引を同時に行おうとする場合には、その旨を明らかにすること。 

   5 支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引について許可の申

請を行う場合には、その売買契約の対価の金額を、また、金の地金の売買契約に基

づく債権の発生等に係る取引について許可の申請を行う場合には、その売買契約の

対象となる金の地金の重量を「4 金額」欄に併せて記入すること。なお、外国為

替及び外国貿易法第20条の2の規定により資本取引とみなされる電子決済手段等取

引についての許可の申請を行う場合には、その取引の対象となる電子決済手段等の

数量及び本邦通貨に換算した金額(対価が金銭である場合等その財産的価値が金銭

で確定されている場合にはその金銭の額)を同欄に記入すること(例：○○ビットコ

イン(BTC)、本邦通貨に換算した金額：○○円)。 

   6 「6 取引を行おうとする理由」欄には、その理由を簡潔に記入し、詳細につい

て説明する必要がある場合には、別紙として理由書又は説明書を添付すること。 

   7 金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引について許可の申請を行う場合

には、当該契約の条件(金利、期間、返済方法)を、また、外国為替及び外国貿易法

第22条第1項の規定に基づき許可を受ける義務が課された取引に係る許可の申請を

行う場合には、当該取引を指定した通知の番号及び通知年月日を「7 その他の事

項」欄に記入すること。 

   8 上記様式に記入することができない場合には、日本産業規格A4の用紙により上記

事項に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。 

   9 本申請書は、日本語により作成すること。 

 

  銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄 

為替取引又は電子決済手段

等の移転等を行つた年月日 
金 額 

銀行等、資金移動業者又は電子
決済手段等取引業者等確認欄 

   

 


